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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第２区分
【発行日】平成29年11月30日(2017.11.30)
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【国際特許分類】
   Ｂ２２Ｄ  17/22     (2006.01)
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   Ｂ２２Ｄ  21/04     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｂ２２Ｄ   17/22     　　　Ｆ
   Ｂ２２Ｃ    9/06     　　　Ａ
   Ｂ２２Ｃ    9/06     　　　Ｃ
   Ｂ２２Ｄ   17/22     　　　Ｈ
   Ｂ２２Ｄ   21/04     　　　Ａ
   Ｂ２２Ｄ   29/00     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月17日(2017.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品形状のキャビティ空間を作り出すように二つの金型を型締めする型締め工程と、
　前記キャビティ空間にアルミ合金の溶湯を圧入充填する溶湯充填工程と、
　前記アルミ合金の溶湯が凝固した後、前記金型から製品を取り出す製品離型工程と、
　を備えるアルミダイガスト工法において、
　前記溶湯充填工程を、前記溶湯を前記キャビティ空間に充填するとき、前記製品の切削
加工予定部位の位置にて、製品外形面よりはみ出した冷却用突出部を設ける工程とした
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項２】
　請求項１に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記溶湯充填工程を、前記製品の切削加工予定部位である下穴の位置にて、製品外形面
よりはみ出した冷却用突出部を設ける工程とした
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記金型に、前記製品に鋳抜き形状を作り出す鋳抜きピンを設け、
　前記冷却用突出部を前記鋳抜きピンと接触する位置に設けた
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項４】
　請求項３に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記鋳抜きピンと前記金型の間に、溶湯が入り込む隙間幅を持つ隙間溝を形成し、
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　前記冷却用突出部を、前記隙間溝に入り込んだ溶湯が凝固することにより意図的に形成
される鋳バリにより設けた
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項５】
　請求項１から４までの何れか一項に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部の前記製品との連結部の厚みを、前記製品の切削加工予定部位の加工
表面から加工により切削される深さと同等の厚みとした
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか一項に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部を、前記切削加工予定部位の最外周加工表面のうち、全加工表面域に
亘って設けた
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項７】
　請求項１から６までの何れか一項に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部を、該突出部の底面が前記製品と連結されている面から外側に延出さ
れ、延出先端部に向かって徐々に断面積が小さくなるように形成した
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項８】
　請求項７に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部の前記底面と垂直な線分との成す角度を、前記金型の抜き勾配以上に
設定した
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部の前記底面の厚みを、０．３ｍｍ以上で略１ｍｍ以下の範囲で設定し
た
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項１０】
　請求項９に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部の前記底面に対峙する頂点部の厚みを、略０．２ｍｍに形成した
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項１１】
　請求項８から１０までの何れか一項に記載されたアルミダイカスト工法において、
　前記冷却用突出部の底面と垂直な線分との成す角度を、前記金型の抜き勾配の大きさと
同等のθ＝略１．５°に設定した
　ことを特徴とするアルミダイカスト工法。
【請求項１２】
　金型からの離型により取り出した製品であるダイカスト鋳放し製品において、
　前記製品の切削加工予定部位の位置に、製品外形面よりはみ出し、かつ、切削加工によ
り取り除かれる冷却用突出部を設けた
　ことを特徴とするダイカスト鋳放し製品。
【請求項１３】
　請求項１２に記載されたダイカスト鋳放し製品において、
　前記冷却用突出部を、前記製品の切削加工予定部位である下穴の位置に設けた
　ことを特徴とするダイカスト鋳放し製品。
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